
 
令和３年度 入札監視委員会（第４回）議事概要 

 
      海上自衛隊  

開催日及び場所 
令和３年１２月２２日（水） 
海上自衛隊 横須賀地方総監部 厚生棟１階 会議室 

委   員 
（◎：委員長） 

  後藤 由紀子（公認会計士）    田才 晃（大学院教授） 
 ◎細田 孝一（大学教授）  （敬称略：五十音順） 

審査対象期間  令和２年度４月１日～令和３年３月３１日 

審議対象案件 
７,３１８件（横須賀地方総監部： ５，９９１件）  

     （厚木航空基地隊 ： １，３２７件） 

１．入札状況について（入札参加資格の設定、指名及び落札者決定の経緯等について） 

抽 出 案 件 総件数   １０件 
 
（審議概要） 
 
 ・契約状況及び指名停止措置 
    状況について報告 
  ・抽出案件の概要説明 

①～⑤横須賀地方総監部 
  ⑥～⑩厚木航空基地隊 
 

一 般 競 争          ５件 

指 名 競 争          ２件 

随 意 契 約          ３件 

 
 ○委員からの 
  意見・質問 
 
 ○それに対する 
  回答等 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

意 見 ・ 質 問 回    答 

①  ２潜群乗員待機所女性区画
整備           

 
・応札業者が１者だった理由を
問う。 
 
 
 
・落札比率が１となった理由を
問う。 
 
 
 
 
 
・本契約の入札参加資格である
防衛省競争参加資格「建築一式
工事」に「Ａ」が含まれていな
い理由を問う。 
 
 
・落札比率が１となることは頻
繁に発生するのか。 
 

 
 
 
・履行場所（米軍基地内）や契約内
容（既存施設の小規模改修）及びコ
ロナ禍等の影響と考えられる。 
 
 
・標準資料（歩掛り）を用いて算定
した予定価格よりも業者見積の方が
安価であったために業者見積を予定
価格算定の根拠として採用した結果
、落札比率が１となった。 
 
 
・当該工事の予定金額上、「Ａ」資
格の要件を満たしていなかったため
である。 
 
 
 
・工事において頻繁に発生するもの
ではないが、前述のとおり標準資料
（歩掛り）による積算価格よりも業



 
 
 
 
 
・応札業者が１者だった理由と
して、履行場所が米軍基地内に
立地していることが関係してい
るのか。 
 
 

者見積が低い場合、落札比率が１と
なることがある。 
 
 
・コロナ禍で米海軍横須賀基地内へ
の立入手続が厳格化されており、米
軍における手続きへの忌避感も１者
応札の理由のひとつと推測される。 

 ② 軽油２号（艦船用）免税 
 
・応札業者が３者ありますが、
それぞれの入札金額差が１千万
程の違いがある理由を問う。 
 
 
・調達時期の影響もあるのか。 
 
 
・予定価格の決定方法について
問う。 
 
 
 
・２者から見積りを聴取したと
のことだが、価格が安価な方の
見積りを採用したのか問う。 
 
 
・免税とあるが、南極で行動す
るためという理解で良いか。 
 
 

 
 
・業者ごとに仕入れ価格に応じた価
格を設定しており、価格差が生じて
いると考える。 
 
 
・そのような要因も考えられる。 
 
 
・過去の事例がないことから、２者
から徴取した見積価格を採用して決
定した。 
 
 
・左様である。 
 
 
 
 
・そのとおり。南極往復分に係る燃
料だからである。 

 ③ 「ちよだ」年検 
④ 「ちよだ」年検（専門業者工
事） 
 
・落札業者の金額にマイナスが
計上されている理由を問う。 
また、見積り順位書にある「変
更」の記載について問う。 
 
 
 
・同様の変更は頻繁に生じるの
か。 
 
 
 
・「ちよだ」年検と「ちよだ」
年検（専門業者工事）の落札比
率を比較した場合、専門業者工
事の方が高い理由を問う。 

 
 
 
 
・修理前に契約した内容から変更が
生じ、予定していた修理内容が実施
されないこととなり、契約変更によ
り、契約金額が減額となったもので
ある。 
 
 
・艦船修理については、修理途中に
追加修理が生じるため、変更契約を
実施している。 
 
 
・「ちよだ」年検については、元契
約の応札業者が２者参加したため競
争がなされた結果、算定した予定価
格よりも低い金額が入札されたもの



 
 
 
 
 
 
 
 
・「ちよだ」年検の変更契約分
の落札比率が高い理由を問う。 
 
 
 
・専門業者について、競争性が
働かないという理解で良いか。 
 
 
 
 
・艦船修理契約については、当
初から変更を見越した内容で契
約することは困難という理解で
良いか。 
 
 
・護衛艦は建造した造船所でな
ければ修理できないという認識
であったが、「ちよだ」年次検
査の応札業者が２者あった理由
を問う。 

と推察する。 
 
 
・両契約の違いは、造船所が実施す
る修理と専門業者が実施する修理に
分けて契約している。 
 
 
・装備品修理は、製造業者以外には
実質的に不可能なため、競争性が作
用せず落札比率が高くなる。 
 
 
・変更契約分は、元契約のように競
争性が作用せず、既契約業者との商
議によることが多く落札比率が高く
なる。 
 
 
・左様である。 
 
 
 
 
 
・艦船修理は、公募により技術を持
った業者と契約することとなる。通
常は、建造した造船所以外での修理
は実質的に困難であるが、「ちよだ
」は建造した造船所以外にも公募に
応じられる技術を持った造船所があ
るため２者応札に至った。 
 
 

 ⑤ 「こくりゅう」定検 
 
・予定価格内訳のうち、一番の
割合を占める項目は何か問う。 
また、予定価格算定に係る適正
性について問う。 
 
 
 
 
 
 
 
・「こくりゅう」を建造した造
船所は川崎重工業だが、他社が
修理を実施することは可能か。 
 
 
 
 
 

 
 
・船体及びエンジンに係る修繕費用
である。潜水艦は船体構造が二重で
あることや水密性を確保するための
確認等があるため、工数に係る費用
がかかる。また、本契約については
「信頼性特約条項」を付しており、
工数や材料費について会社側が提示
した見積りを基に予定価格を算定し
ている。 
 
 
・潜水艦建造業者は２者あるが、そ
れぞれ建造した潜水艦以外の入札に
は参加しないのが実情である。また
、建造した造船所によって構造が若
干異なることも影響していると推察
する。 
 
 



 ⑥ ＮＬＰ関連施設維持管理業
務 
 
・通常自隊で行っている施設を
当該期間、米軍に使用させる契
約という理解で良いか。 
 
 
・仕様上、米軍が施設を使用時
と不使用時によって分けて考え
られているのか問う。 
 
 
 
・前年及び前々年の契約業者を
問う。 
 
 
・同一の業者のみが１者応札と
して入札している理由を問う。 
 
 
 
・硫黄島という特性から新規業
者の参入は実質的に困難という
事情は理解した。 

 
 
 
・管理業務に係る契約期間は１年間
である。また、米軍が当該施設を利
用するのは訓練期間のみである。 
 
 
・仕様上、施設の維持管理に関して
米軍使用時と不使用時で分けて考え
てはいない。米軍が訓練施設を使用
している間は米軍が管理する。 
 
 
・前年及び前々年の契約業者は同一
である。 
 
 
・履行場所である硫黄島という特異
性があり、新規業者の参入は困難で
あると推察する。 
 
 
 
 
 
 
 

 ⑦ 食器洗浄作業等及び清掃作
業等の委託 
 
・前年及び前々年の契約業者は
同一の業者か。 
 
 
・１者応札とならなかった年度
はあるのか。 
 
 
・当該契約に感染症対策は含ま
れていないと思うが、別に契約
しているのか。 
 
 

 
 
 
・左様である。また、今年度の契約
業者は別の業者である。 
 
 
・前前年は５者、前年は１者であっ
た。また、今年度は３者であった。 
 
 
・感染症対策は調理員（隊員）が実
施しており、契約業者は、実施して
いない。 
 

 ⑧ 閃光灯装置，電源部 
 
・入札結果から製造業者が落札
しているが、製造業者以外が落
札することは困難なのか。 
 
 
 
・落札した製造業者以外に当該
物品を製造している業者の有無
を問う。 

 
 
・予定価格算定にあたり、数社から
見積りを徴取したが、製造業者が提
示した金額の方が他の会社の見積り
額と比べ安価であった。 
 
 
・当該物品の製造は落札業者１社の
みである。 
 



 
 
・他の空港では他社製の物が使
用されていることはあるのか。 
 
 
 
 
・本件については、閃光灯を製
造した業者が入札に参加してい
る状況であり、他社との競争に
有利であることを理解した。 
 
 
・電源部の構成品について、一
式を１０台購入したという理解
で良いか。 
 
 
・当該品のライフサイクルを問
う。 
 
 
・航空機の着陸用灯火と推察す
るが、灯火が点灯しない状況は 
不具合ではないのか問う。また
予備品を購入する必要はないの
か。 

 
 
・航空灯火を製造する業者は複数社
存在するが、厚木基地で使用してい
る閃光灯は、落札業者社製のものが
設置されている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
・左様である。現在の故障状況から
１０台を購入した。 
 
 
 
・実績から５年程度である。 
 
 
 
・交換した後、修理を経て使用可能
状態の予備品も存在するが、基本的 
に新品の購入交換としている。 
・数か所点灯していない状況であれ
ば運航は可能なため、故障の都度購
入している。 
 
 

 ⑨ AIによる画像解析及びAI活
用の効率化に関する技術調査 
 
・提示資料から、探知した音を
学習させるようなものと推察す
るが、どのように活用するか。 
 
 
 
 
 
 
・技量が不足している隊員でも
ＡＩを活用することで熟練の隊
員と同等のレベルで目標識別を
可能にするものという理解で良
いか。 
 
 
・哨戒機のレーダによって、潜
水艦の形が分かるのか。 
 
 
 

 
 
 
・監視飛行においてレーダの解析結
果から目標を識別するために使用す
るものであり、本来であれば熟練の
技量が必要なところ、人員確保が困
難なため、ＡＩに学習させ人と同じ
能力を発揮できるか研究するもので
ある。 
 
 
・左様である。データがあれば、Ａ
Ｉが一定の能力を発揮するものであ
る。 
 
 
 
 
・レーダ波で潜水艦の形は分からな
い。監視飛行は、水上を航行する船
舶等に対して実施している。目標を
遠距離から解析し効率的に監視して
おり、水上目標に対して使用するも



 
 
 
・本件は新しい技術の研究開発
に関するものだと理解している
。契約方式は随意契約だが、当
初考えていた会社は何社だった
のか。 
 
 
・２社から契約業者を選定した
理由を問う。 

のである。 
 
 
・当初は２社であり、必要なヒアリ
ングを実施していた。 
 
 
 
 
 
・本件は公募による随意契約である
。公募による技術審査のため、募集
したが参加表明は１者のみであった
ためである。 
 
 

 ⑩ AIを活用した自動類識別に
関する技術調査 
 
・先程の案件との違いを問う。 
 
 
・先程の案件の契約業者と本件
の契約業者はどちらとも本契約
を履行できる技術をもっている
のか。 
 
 
・先程の案件では、２者が参加
可能であったが、公募への応募
が１者であった理由を問う。 
 
 
・当該契約と先ほどの契約は内
容も似ており履行期間も同じで
あることから、２つの契約を１
つにした方が総合的に安くなっ
たのではないかと考えるが、２
つに分けた理由を問う。 
 
 
 
 
・本件は、一般競争入札ではな
いものの、同じ会社が２件とも
応札していれば、全体の契約額
は安くなったのではと考えるが
、随意契約であり、やむを得な
いものとも考える。 
 
 

 
 
 
・対象航空機の相違である。 
 
 
・先程の契約は２社とも技術を保有
しているが、本件については契約業
者１者のみが履行可能な技術を保有
している。 
 
 
・応募は１者であったが、本契約に
おいては先程の案件の契約業者が下
請け業者として参加している。 
 
 
・２つの契約は扱うＡＩの技術が異
なるものであるため、別々に考える
必要があると判断したものである。 

本件は公募による技術審査の応募
業者が１者であった。また、先程の
案件と本件の技術審査項目が統一性
はないものと判断したため、分けた
ものである。 
 
 
 

委員会による意見の 

具申又は勧告の内容 
 特に意見なし。 



 ２.入札談合案件の処理状況について 

談 合 情 報 件 数 総件数     ０件  
 

 （審議概要） 

・該当案件なし 

談 合 情 報 ０件 

点 検 結 果 疑 義 ０件 

○委員からの意見 

○それに対する回答等 

意 見 ・ 質 問 回    答 

 なし。 
 

委員会による意見の 

具申又は勧告の内容 
 なし。 

 

 ３.再苦情処理（再説明請求回答） 

苦 情 申 立 件 数 

（再説明請求件数） 
総件数     ０件  

 

 （備考） 

・該当案件なし 

一 般 競 争           ０件 

指 名 競 争 ０件 

随 意 契 約 ０件 

再 苦 情 申 立 概 要 

（再説明請求概要） 

申立日 件   名 契約方式 内容等 

 ・該当案件なし   

○委員からの意見・質問 

○それに対する回答等 

 なし。  

なし。  

 


